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   足立区政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び会議規則第 

１３条の規定により提出する。 
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（提案理由） 

 収支報告に関する規定を整備する必要があるので、本案を提出する。 



足立区政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 

 足立区政務調査費の交付に関する条例（平成１３年足立区条例第４１

号）の一部を次のように改正する。 

第９条の見出し中「収支報告書」を「収支報告書等」に改め、同条第

１項中「を作成し」の次に「、領収書等の証拠書類（以下「証拠書類」

という。）を添付し」を加え、同条第２項中「収支報告書」の次に「及

び証拠書類（以下「収支報告書等」という。）」を加え、同条第３項中

「第１項の収支報告書」を「収支報告書等」に改める。 

第１１条及び第１３条（見出しを含む。）中「収支報告書」を「収支

報告書等」に改める。 

  付 則 

１ この条例は、平成１９年６月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の足立区政務調査費の交付に関する条例の規 

定は、この条例の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、 

同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。 


